
工　事　名 第２工区道路整備工事

　1号明細書の中でＡｓ殻処分費については夜間の 　舗装版切断につきましては、昼間施工、それ以外

表記がありますが、それ以外の工種（舗装版切断、 につきましては、夜間施工を想定しており、夜間の

路面切削、表層、殻運搬）には労務費の夜間割増 労務単価で積算をしております。

がありません。設計書通り昼間の労務単価で積算 　また、アスファルト混合物につきましては、夜間

すればよろしいですか。その場合夜間作業であれ 割増では積算をしておりません。変更協議の対象

ば設計変更の対象となりますか。 とさせていただく予定です。

　また、アスファルト混合物の夜間割増も変更対象

となりますか。

　八雲17、18号線においては、夜間工事、守口151号 　夜間施工を想定していますので、夜間の労務単

線は、昼間工事となっています。 価で積算しています。

　八雲17、18号線の代価１～10号の内、１号及び７

～10号は、夜間と確認できるのですが、２～６号につ

いては、夜間との確認ができません。積算上は、昼、

夜どちらでされているでしょうか？

　守口151号線の代価11号～18号の内、16号と18号 　16号、18号につきまして、表記は夜間有となって

が夜間となっていますが、このまま夜間で積算すれ いますが、夜間無で積算しています。

ばよろしいでしょうか？
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